
（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 

令和６年度の事業報告書 
令和６年１月１日から令和６年１２月３１日まで 

 
特定非営利活動法人まど 

１ 事業の成果 

本年度は地固めの年としスタートしましたが、地固めと整理の年となりました。放課後等デイサー

ビス・自立訓練そして子ども食堂等のサービスは放課後等デイサービスの実地指導もあり、基本に

戻り基礎固めができたと言えます。ただし、当社の事業である「就労移行支援」を利用者の減少を

理由に停止しました。サービスの質の向上・スタッフの向上にむけ必要なことだったとは言えます

が、地域の福祉・地域の社会資源としては不甲斐ない事態だったと考えます。 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の

金額（単

位：千円） 

小・中学校

で不登校状

態の生徒が

通え、付属

学校の出席

日数となる

フリースク

ール運営事

業 

 

・相談窓口として機能した。 

無料学習支援を行い、小学校

～高校生までのサポート

を行った。 

・学習支援以外の居場所とし

てゲーム・スポーツなどの

体験を行った。 

(A) 平日 13 時～

19 時 

(B) 中津教室 

(C) ４名 

 

(D)就学児童 

(E)１６名 

7408 

 

 

 

 

通信制高校

の 資 格 を

取 得 す る

サ ポ ー ト

を 行 う 事

業 

・今年度は放課後等デイサ

ービスの一環としての利

用者しかいなかったため

実施無し 

   

不登校や引

き こ も り

を 経 験 し

た ス タ ッ

フ が サ ポ

ー ト す る

メ ン タ ル

フ レ ン ド

事業 

・今年度は実施無し    



児童福祉法

に 基 づ く

児 童 発 達

支 援 及 び

放 課 後 等

デ イ サ ー

ビス事業 

・放課後等デイサービス事業 

放課後の居場所として、療育

機関として、受給者証を持つ

子どもたちのサポートを行

った。放課後の学習支援や長

期休暇の余暇支援等、屋内屋

外での活動を行った。 

(A) 月曜日から土

曜日までの 11

時～17 時 

(B) 中津市 

(C) 3～5 人 

 

(D)就学児童で

利用契約した方 

(E)30 人 

12737 

障害者の日

常 生 活 及

び 社 会 生

活 を 総 合

的 に 支 援

す る た め

の 法 律 に

基 づ く 障

害 福 祉 サ

ー ビ ス 事

業 

・障害があり、受給者証を持

つ方々に社会的自立支援

を行った。自立訓練（生活

訓練）事業を行い、社会的

自立に向けた生活訓練を

行った。 

(A)月曜日から土

曜日までの 10 時

～15 時 

(B)中津市 

(C)5 人 

(D)受給者証を

持つ 18 歳以上

で利用契約した

方 

(E)16 人 

8129 

小・中・高校

生 の 家 庭

教師事業 

今年度実施無し    

不登校や引

き こ も り

で 悩 む 親

の 会 運 営

事業 

今年度実施無し    

地域のより

ど こ ろ 事

業（カフェ

運営等） 

・子ども食堂事業 

・フードドライブ 

 

(A)７回（1・2・3・

4・6・12・１月） 

(B)中津市 

(C)各１８人 

(D)不登校引き

こもり、貧困家

庭のこども若者 

(E)200 人 

12475 

子供教育、社

会教育、自

立支援、ま

ちづくり、

保健、医療

又 は 福 祉

の 増 進 に

関 わ る イ

ベ ン ト 企

画事業 

・自閉症 E サービス実施 

・おもちゃ図書館 

 

 

(A)１２月／１月 

(B)KOMADO STREET 

(C)各１２名 

(D)福祉事業所

勤務の方々や当

事者 

(E)１０名 

4736 

 

その他、この

法 人 の 目

的 を 達 成

す る た め

に 必 要 な

・セミナー開催 (A)毎月 1 回 

(B)中津市 

(C)スタッフ全員 

(D)希望するス

タッフや地域の

福祉事業者等 

(E)各回 10 名 

1322 

 



事業 

 

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 


	(1)　特定非営利活動に係る事業

